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１．温室効果ガスの「見える化」を巡る動向

1997年に採択された京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素等の温室効

果ガスの排出量を2008年から2012年までの第１約束期間において先進国全体で1990年レ

ベルと比べて少なくとも５％削減することを目的として、各国ごとに法的拘束力のある

数量化された約束が定められ、我が国については６％の削減が定められた。

我が国では 「京都議定書目標達成計画」を平成17年４月に策定し、温室効果ガス排、

出削減の取組を進めてきたところであるが、６％削減約束をより確実に達成するために

必要な措置を定める改定案が平成20年３月28日に閣議決定された。この改定「京都議定

書目標達成計画」には、温室効果ガスの「見える化」が、地球温暖化対策の一手法とし

て掲げられている。

さらに、平成20年７月に開催された北海道洞爺湖サミットでは、2050年までに温室効

果ガス50％削減という長期目標が示された。我が国においては、2050年までの長期目標

として現状から60～80％の削減を行うという目標を掲げ、世界に誇れるような低炭素社

会の実現に向け具体的施策を明らかにした「低炭素社会づくり行動計画」が平成20年７

月29日に閣議決定された。この「低炭素社会づくり行動計画」の中では、国全体を低炭

素化へ動かす仕組みの一つとして「見える化」が掲げられ 「できるだけ多くの商品や、

食品、サービスにおいて、その温室効果ガス排出量等が消費者に「見える化」されるこ

とを目指す」こととされ、具体的には、2008年度中にガイドラインを取りまとめ、来年

「 」 。度から試行的な導入実験を目指すことなど 見える化 に向けた具体的方針が示された

一方、農林水産省では、農林水産分野の地球温暖化対策に総合的に取り組むために、

、「 」 、 、平成19年６月 農林水産省地球温暖化対策総合戦略 を策定し ①地球温暖化防止策

②地球温暖化適応策、③我が国の技術を活用した国際協力を柱に地球環境保全に積極的

に貢献する農林水産業の実現に取り組んできたところである。そのような中、前述のよ

うな国内外の動向を踏まえ、農林水産分野における省ＣＯ 効果の「見える化」に係る２

施策等を地球温暖化対策の強化の柱として追加した「農林水産省地球温暖化対策総合戦

略」の改定を平成20年７月29日決定した。

我が国の2007年度の温室効果ガス総排出量（速報値）は13億7,100万t-CO 、基準年比２

で8.7％の増加となっており、削減約束との差は14.7％と広がっている。地球温暖化対

策は今まさに、国民全体で総力を挙げて取り組むことが必要となっており、国全体を低

炭素化に動かす仕組みの一つである「見える化」を、食料、環境、エネルギー問題と深

く関連する農林水産分野で進め、低炭素社会の構築に向けて積極的に貢献していくこと

が重要な使命となっている。また、この取組を通じて、我が国の温室効果ガス排出削減

の優れた技術を世界に発信していくことも重要である。

、 （ ）一方 国際標準化機構 ＩＳＯ：International Organization for Standardization

でも、カーボンフットプリント制度の国際標準化に向けた動きがある。2007年６月に、

ＴＣ207（環境マネジメントのシステム及びその手法の検討、並びに国際規格の開発）

の総会(北京)で、欧州諸国出席者の多数からカーボンフットプリントの国際標準化につ

いて問題提起がされ、2011年３月を目途に、カーボンフットプリント制度の国際規格制

定を目指して作業を進めている。このような中、イギリスは10月に独自のカーボンフッ

トプリントの規格を発行したところである。
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２．農林水産分野における温室効果ガスの「見える化」の基本的考え方

（１）特徴

農林水産物及び加工食品（以下「農林水産物等」という ）については、その生産。

資材 や原材料 の生産・調達、生産 ・加工・製造、流通、販売、消費、廃棄等注1） 注2） 注3）

ライフサイクルの多くの場面でエネルギーが投入され、二酸化炭素をはじめとする温

室効果ガスが排出されている。また、穀物、青果物、水産物、畜産物、木材製品等の

種類や、生鮮食品、加工食品等の形態の違いによって、ライフサイクルの態様が異な

る。

、 、 、生産段階を見ると 青果物等は多数の品目があることに加え 同じ品目であっても

非食品の工業製品とは違って、地域特性等によって営農体系が異なり、気象条件等に

応じて投入資材の種類や量も異なり、結果として温室効果ガスの排出量が大きく変動

する。また、二酸化炭素以外にも、農地土壌や家畜の排せつ物からはメタンや一酸化

二窒素も排出されるため、農林水産物の生産に係る温室効果ガスの排出及び削減量は

不確実性が大きいとの指摘がある。

他方、農地土壌は炭素貯留の場として重要な役割を果たしており、有機質資材の投

入等によりその貯留量の増加を図ることが可能となる。すなわち、農林水産物の生産

は、温室効果ガスを排出すると同時に、その削減・吸収にも寄与するものであること

に留意する必要がある。

国産の農産物全般について、原材料調達から流通の各段階に係る二酸化炭素排出量

を見た場合、一般的には輸送に係る二酸化炭素排出量が比較的少ないため、排出の多

くを生産資材の生産・調達及び生産段階に負うこととなり、環境保全型農業等温室効

果ガス排出削減効果の高い営農活動が、温室効果ガス削減のための取組として有効な

ものとなりうる。

水産物においても、多種多様な魚種によりそれぞれ漁場、漁法等も異なる。

流通段階を見ても、その経路は多種多様である。例えば、食料は、農場や漁場で生

、 、 、 、産された後 集出荷施設を経て消費地の市場に運ばれ 小売店で販売され あるいは

外食店で料理として供されたり、惣菜として調理され販売されたりする。また、木材

は、森林から切り出された後、原木市場等を経て、製材工場等の木材加工場で製材や

合板等資材に加工され、建設会社や工務店で住宅建築に利用されたり、製作所で家具

製作に利用されたりする。さらに、木材は、製品として利用されている間は炭素を貯

蔵し続けるという特徴を有している。

また、国内外の農林水産物を原材料として、加工度の低いものから高いものまで多

種多様な商品・サービスを提供している食品産業においても、原材料の調達から、加

工・製造、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクルといったライフサイクル

の各段階の経路は多岐に渡っている。

このような農林水産分野の特徴を踏まえ、本指針においては、農林水産分野におけ

る「見える化」とは、農林水産物等の生産資材や原材料生産・調達、生産・加工・製

造、流通、販売、消費、廃棄等の段階に係る温室効果ガス の排出、排出削減また注4）

は吸収・貯蔵の状況あるいは農林水産業関係者（農林水産物等の生産者、加工・製造

業者、流通業者、販売業者を指す ）の排出削減努力を消費者にわかりやすく示すこ。
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ととする。その上で、この多様な「見える化」の内容を具体化する手段として、農林

水産分野における省ＣＯ 効果の表示（以下「省ＣＯ 表示」という ）について、そ２ ２ 。

のあり方や課題についてとりまとめた。なお、ここで言う「省ＣＯ 表示」は、商品２

への表示のみならず、店頭、ホームページ等への表示も含む。

注１）種子や肥料、農薬、ビニールシート、飼料、縄、網等。

注２）木材加工で用いる接着剤、食品の容器・包装材等。

注３）耕起、播種、施肥、防除等の営農活動、地拵え、植付、下刈、間伐等の育林、漁獲等。

注４）本指針において 「温室効果ガス」とは、京都議定書で排出の抑制及び削減に関する数量化された約束、

の対象となっている二酸化炭素（ＣＯ 、メタン（ＣＨ 、一酸化二窒素（Ｎ Ｏ 、ハイドロフルオロカ２ ４ ２） ） ）

ーボン（ＨＦＣ 、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ 、六ふっ化硫黄（ＳＦ ）とする。） ） ６

（２）意義

我が国が掲げる「2050年までに60-80％削減」という目標に向け、国、農林水産業

関係者、消費者共に、温室効果ガス排出削減を"他人事"ではなく、"自分のこと"とし

て考え、削減という行動に結びつけていくことが求められている。さらに、農林水産

業関係者は、その経営において温室効果ガスを排出する一方で、地球温暖化による気

候変動の影響を直接的に受ける立場にもある。

農林水産業関係者の「省ＣＯ 表示」の実施により、生産段階等のどの部分で排出２

が高いかを自ら認識し、エネルギー投資の効率化等経営改善に取り組み、ひいては効

率的に排出削減を行うことが可能となる。加えて、農林水産物や食品産業が提供する

商品・サービスは、消費者が日常的に購入、利用する機会が多い、大変身近なもので

、 、あることから 農林水産業関係者の地球温暖化防止に資する経営努力や排出削減努力

国産材を原料とした木材製品の利用推進が京都議定書の６％削減約束の達成に不可欠

な3.8％の森林における吸収量確保の観点からも重要な役割を担っていること等を消

費者にＰＲすることができる。また、消費者は、温室効果ガス排出削減に向けた正し

い情報を入手し、省ＣＯ 型の生活の選択に役立てることが可能となる。ひいては、２

農林水産分野における「省ＣＯ 表示」が、低炭素社会づくりだけでなく、我が国の２

食料自給率向上と環境保全型農業の推進に資することが期待されるとともに、化石資

源からバイオマス利用への転換の加速化が期待される。

これらの実現に向けて、地球温暖化対策を単に負担として捉えるのではなく、経営

を今一度見直すチャンス、新たな活路を創出するチャンスとして 「省ＣＯ 表示」に、 ２

取り組まれることを期待する。

（３）基本的考え方

農林水産分野における温室効果ガスの「省ＣＯ 表示」は、農林水産業関係者の自２

発的な取組である。また、農林水産省は各種支援を通じて、この自発的取組を促進す

る。

「省ＣＯ 表示」には様々な手法があるが 「省ＣＯ 表示」を行う農林水産業関係２ ２、

者にとってどの手法が排出削減のための課題を把握するために効果的か、また、消費

、 。者への訴求力が最も高いかを踏まえ 農林水産業関係者が選択することが必要である
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、 、 、また 農林水産業の実態と農林水産物の特性を踏まえ より多くの関係者が参加でき

農林水産業全体の持続的な取組となるよう、それぞれの品目や商品特性、業態や経営

２規模、消費者や農林水産業関係者の認識・習熟度、要求等に応じ、多様な「省ＣＯ

表示」のアプローチを検討することが必要である。

農林水産物については、ライフサイクルの特徴や「省ＣＯ 表示」に係るコスト負２

担能力等を踏まえれば、温室効果ガス排出量の算定、表示の検討を進めつつも、まず

は主として生産者自らの生産段階での排出削減努力を伝えることに重点を置いて、温

室効果ガス排出削減効果の表示を進めていくことが適当である。

また、食品産業においては、商品のライフサイクル全体での温室効果ガスの排出実

態を捉えることによりライフサイクルのどの段階で排出量が大きいのかを把握するこ

、 、とや 各段階の事業者と消費者が温室効果ガス排出削減に向けた課題を共有すること

あるいは温室効果ガス削減に積極的な企業について伝えることに重点を置き、ＬＣＡ

（ライフサイクルアセスメント）を活用した温室効果ガス排出量の表示と事業者単位

の温室効果ガス排出量の表示を進めていくことが適当と考える。

３．農林水産分野における省ＣＯ 効果の表示のあり方２

農林水産分野における温室効果ガスの「省ＣＯ 表示」の表示内容としては、現段階２

では以下の方法が考えられる。農林水産業関係者は、これらのうちいずれかを選択し、

あるいは組み合わせて、自主的に表示を行うことが望ましい。

（１）表示内容

① 温室効果ガス排出削減効果の表示

、 、農林水産業関係者が その生産物について温室効果ガスの排出削減の努力を行い

その成果を「省ＣＯ 表示」の対象となる生産物の従来の生産方法で排出されてい２

た温室効果ガスの量や、当該地域での慣行農法で排出される温室効果ガスの量等一

定の標準値に対する排出削減量の割合で表示することは、排出削減努力をわかりや

すく消費者に示す「省ＣＯ 表示」の一手法である。例えば 「従来の生産方法より２ 、

温室効果ガスを○％削減」という表示が考えられる。

また、削減量や温室効果ガス削減に資する取組等に応じて、等級的表示をするこ

とも考えられる。例えば、省エネルギー対策により一定の温室効果削減を行った場

合は「☆（１スター 、さらに資材のリサイクルにより一定の温室効果削減を行っ）」

た場合は「☆☆（２スター 」といった表示も考えられる。）

生産段階に加え、肥料、農薬等農林水産物の生産資材の生産・調達等に係る温室

効果ガス排出削減効果や、流通・販売等生産段階以外の排出削減効果を表示内容に

含めることも考えられる。

このような表示内容は、例えば、従来より温室効果ガス排出量が少ない生産方法

で生産された肥料や輸送方法を選択して利用することにより、農林水産物のライフ

サイクル全体での温室効果ガス排出量の低減や、各種事業者間の温室効果ガス削減

努力のインセンティブを創出することが期待される。
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② 温室効果ガス排出量の表示

ＬＣＡの手法を用いて生産から廃棄・リサイクルの全段階で排出される温室効果

ガスの排出量や一部の段階で排出される温室効果ガスの排出量を「温室効果ガス排

出量○ｇ」のように表示すること、もしくは、事業者単位の温室効果ガス排出量を

表示することも「省ＣＯ 表示」の一手法である。２

（ a ）ＬＣＡ手法を用いた温室効果ガス排出量の表示

このうち、ライフサイクル全体で温室効果ガスの排出実態を把握し、ライフサイ

クルの各段階の事業者と消費者が課題を共有することは、温室効果ガスの削減を効

率的に進める上で有効な手法と考えられる。

他方、ＬＣＡによる温室効果ガスの排出量の表示には、

ア 算定される数値が仮定、前提等を置いたものとなること

イ 定量的な数値としての「省ＣＯ 表示」の正確性を担保するためには、生産・２

製造・加工過程における記録が必須となる上、生産資材や原材料の生産・調達等

に係る温室効果ガス排出量を正確に計算する必要があることから、農林水産物等

の低い単価に比するとコストが膨大となるため、自ら収集するデータ以外に相当

程度の文献データ等の二次データを使用しなければならないこと

ウ 農産物においては、土壌の性質、気象条件等により投入する資材の種類や量が

、 、異なる上 営農活動により炭素貯留等温室効果ガスの吸収・削減も生じ得るため

同じ品目でも地域毎、年毎に排出量が大きく異なること

エ 消費者が排出量表示を商品選択にどのように活用させるか不明であること

オ このような表示を行うことについては、消費者や農林水産業関係者の理解や参

加を得ることにある程度の時間を要すること

２を勘案することが必要である。したがって、ＬＣＡによる温室効果ガスの「省ＣＯ

表示」については、以下のような取り組みが考えられる。

(ア) 標準商品、家庭内調理との比較等のＬＣＡによる温室効果ガス排出量の表示

消費者が、食生活においてどのくらいの温室効果ガスを排出しているのかを知

りたいという要求に応えうるものであり、農林水産業関係者においては業種毎に

ライフサイクル全体のどの部分で排出量が多いのかの認識を共有することが可能

となり、業種全体として削減を進めることができると考えられる。

例えば、以下のような表示内容が考えられる。

（例）

・ 商品群単位での標準的なデータ、シナリオで算定する商品を設定した上で、

ライフサイクル全体の温室効果ガス排出量を算出する。

・ 同じメニューに関して、家庭内調理と加工食品それぞれの温室効果ガス排出

量を算出する。

・ 主な献立、調理方法毎（例えば、同カロリーの和食、洋食等）の温室効果ガ

ス排出量を算出する。

(イ) 商品単位毎のＬＣＡによる温室効果ガス排出量の表示

消費者が購買行動において、同種の商品の中から温室効果ガスの排出量がより

少ないものを選択したいという要求に応えうるものであり、食品関連事業者は、
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( )∑ ×= ii ＣＯ２排出原単位活動量ＣＯ２排出量  ：i はプロセスを指す 

 

プロセス名 活動量の例 原単位の例 
原材料調達 素材使用量 素材 1kg 当たりの生産時のＣＯ２排出原単位

生産 組立て重量 重量 1kg 当たりの組立て時ＣＯ２排出原単位

 生産時電力消費量 電力 1kWh 当たり発電時のＣＯ２排出原単位

流通・販売 
輸送量（kg･km） 
=輸送距離×積載率×ﾄﾗｯｸの積載量 

商品の輸送量 1kg･km 当たりのＣＯ２排出原

単位 
使用・維持

管理 
使用時電力消費量 電力 1kWh 当たり発電時のＣＯ２排出原単位

廃棄・リサ

イクル 
埋立重量 
リサイクル重量 

1kg 埋立時のＣＯ２排出原単位 
1kg リサイクル時のＣＯ２排出原単位 

 

商品単位での温室効果ガスの排出量及び削減努力を消費者にＰＲできると考えら

れる。

表示内容は、原則として、商品単位毎にライフサイクル全体での温室効果ガス

排出量を算出し、表示する。ただし、ライフサイクルの中で、事業者がＰＲした

い段階、あるいは、責任の及ぶ範囲内での「省ＣＯ 表示」についても認めるこ２

とが、より多くの事業者の参加を得るためには重要である。

なお、農産物の生産段階における温室効果ガスの排出量は、その特徴を踏まえ

れば、単純に商品購入時の判断材料として用いられるのではなく、①の排出削減

効果の試算のための基礎データとして活用されることも考えられる。さらに、ラ

イフサイクル全体の温室効果ガス総排出量を表示するカーボンフットプリントの

実施に当たっては、高いハードルを超える必要がある。

（参考）ＬＣＡによるＣＯ 排出量の算定の考え方２

、 、 、 、 、一般に以下の式に従って 原材料調達段階 生産段階 流通・販売段階 使用・維持管理段階

廃棄・リサイクル段階の各プロセスで排出される温室効果ガス排出量をＣＯ に換算して算出さ２

れる。

出典： カーボンフットプリント制度の在り方（指針 」「 ）

カーボンフットプリント制度については、平成20年度に「カーボンフットプリ

ント制度の在り方（指針 」や「商品種別算定基準（ＰＣＲ：Product Category）

Rule）共通策定基準」を、経済産業省を中心に関係省庁連携して検討を進めてき

たところである。平成21年度以降は、カーボンフットプリント試行商品の市場流

通化が予定されており、さらに、ＩＳＯでの規格化の検討も進められている。農

林水産省においても、これらの検討や実証事業等について、引き続き、農林水産

分野の「省ＣＯ 表示」に効果的に活用できる内容となるよう、消費者、農林水２
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産業関係者及び関係省庁と連携をとって進めていく必要がある。

（ｂ）事業者単位での温室効果ガス排出量の表示

事業者単位で温室効果ガス排出量を「省ＣＯ 表示」することは、消費者の温室２

効果ガスの削減に積極的な事業者を知りたい、また、そうした事業者の商品を選択

したいという要求に応えうるものであり、事業者とっても自らの削減努力を消費者

にＰＲできる。

、「 」（ ）具体的には 地球温暖化対策の推進に関する法律 平成１０年法律第１１７号

に基づく温室効果ガス算定・報告・公表制度、食品産業団体が策定している環境自

主行動計画のフォローアップ、各企業毎の環境報告書等を活用し、事業者毎の温室

効果ガス排出量及び削減効果について「省ＣＯ 表示」することが考えられる。２

③ 木材製品における炭素貯蔵量等の表示

木材については、住宅、家具、パーティクルボード、ペレット等様々な用途があ

り、利用後すぐに燃焼させてしまうのではなく、製品として価値の高い順に可能な

限り長く繰り返し利用し、最終的には燃焼させエネルギー利用するといったカスケ

ード的（多段階的）な利用を行えば、炭素の貯蔵効果をより持続的に発揮すること

ができる。カスケード利用では最終的に燃料として焼却等されるまで炭素は貯蔵し

た状態にある。このような炭素の状態に着目し、利用している木材製品が、炭素を

どのくらい貯蔵しているかを示す木材製品における炭素貯蔵量を表示することも

「省ＣＯ 表示」の一手法である。２

木材中の炭素貯蔵量については、木材重量の約５割であることから、容易に算定

が可能である。

炭素貯蔵量 ＝ 木質部重量 × ０．５ ※木質部重量は絶乾重量

また、間伐材の利用は間伐の推進に貢献する。京都議定書の６％削減約束の達成

に不可欠な3.8％の森林における吸収量確保のためには、今後、従来よりもさらに

多く間伐等の森林整備を実施していくことが求められているところである。このよ

うな中、間伐材製品について、間伐に貢献した面積を表示することも「省ＣＯ 表２

示」の一手法である。

④ バイオマスの化石資源代替効果の表示

バイオマスは、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものであ

る。太陽のエネルギーを使って生物が合成したものであり、生命と太陽がある限り

枯渇しない資源である。バイオマスを燃焼すること等により放出されるＣＯ は、生２

物の成長過程で光合成により大気中から吸収したＣＯ であることから、バイオマ２

スは、焼却等しても大気中の二酸化炭素を増加させない「カーボンニュートラル」

と呼ばれる特性を有している。このため、化石資源由来のエネルギーや製品をバイ

オマスで代替することにより、二酸化炭素の排出削減に大きく貢献する。このよう
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なバイオマスの化石資源代替効果を表示することも「省ＣＯ 表示」の一手法であ２

る。例えば 「石油換算で○リットルに相当」という表示が考えられる。、

「低炭素社会づくり行動計画」に基づき、政府が平成20年10月から開始した「排

」（ 「 」 。）出量取引の国内統合市場の試行的実施 以下 排出量取引の試行的実施 という

では、バイオマスを化石燃料の代替として利用することにより、温室効果ガス排出

削減として認め、その排出削減量の取引に活用していくこととしている。この排出

量取引の試行的実施においては、温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削

減量算定式等を定めた排出削減方法論が策定されており、バイオマスの化石資源代

替効果は当該排出削減方法論で算定され、第三者機関によって認証されることとな

っている。したがって、バイオマスの化石資源代替効果の表示は、排出量取引の試

行的実施の中で、バイオマスの化石資源代替利用を伴う参画者が、その認証された

代替効果をカーボンオフセット商品に示すことなどにより表示することから進めら

れることが考えられる。

（２）表示箇所

農林水産物等の品目によっては、商品の表示スペースが限られている場合が多い、

加工食品の表示については、既に法令に基づき様々な表示義務があり、その表示内容

に対する消費者の要求も極めて厳格であるといった特徴がある。また、木材は、住宅

や家具等を購入する消費者だけでなく、工務店等木材取扱関係者への訴求力も考慮す

る必要がある。

したがって、農林水産分野における「省ＣＯ 表示」は、消費者等への訴求力を最２

、 、 、 （ 、 ）、大限に上げるという点を踏まえ 商品への表示 値札 店頭 ＰＯＰ ポスター等

ホームページ、パンフレット、環境報告書、ＱＲコード等農林水産業関係者がそれぞ

れ選択するべきである。

（３）温室効果ガス以外の環境関連情報

① フード・マイレージ

フード・マイレージについては、2001年、農林水産省農林水産政策研究所が我が

国の輸入食料品について試算をしている。この試算にあたっては、1994年、英国の

民間団体であるSustainが提唱した「フードマイルズ（Food Miles 」運動（なるべ）

く地域内で生産された食料を消費することなどを通じて環境負荷を低減させていこ

うという市民運動）を実践していく際に指標とされた計算方法に依拠している。

本指針において、フード・マイレージとは、食料の輸送量に輸送距離を掛け合わ

せた指標をいうこととする。ＮＧＯ、消費者団体等では、フード・マイレージを活

用して、国産品を選択することで輸入品と比べて輸送に係るＣＯ 排出削減を行う２

ことを目的とした食品選択に資する取組等が行われている。

フード・マイレージの限界として、主に、

① トラック、鉄道、船舶等各輸送機関によるＣＯ 排出量は考慮されていないこと２

② あくまで、輸送段階のみに着目した指標であること

という点が挙げられる。
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①については、輸送機関別ＣＯ 排出係数を見ると、例えば、営業用貨物（トラ２

ック）158g/t･km、鉄道（貨物）21g/t･km、船舶39g/t･kmと、輸送機関によってＣ

Ｏ 排出係数に大きな差がある 。したがって、フード・マイレージの大小をもっ２
注５）

て、輸送段階の温室効果ガス排出量を判断することはできない。さらに、現在、国

際輸送の際の排出量の表示方法等に係る国際的なルールが確立していないという状

況にある。

②については、前述したように農林水産物はその輸送段階の他に、生産・加工・

製造、原材料生産・調達、販売、消費、廃棄等の段階でもエネルギーが投じられ二

酸化炭素が排出されているが、フード・マイレージには、輸送段階以外のプロセス

における温室効果ガス排出は含まれていない。すなわち、例えば、フード・マイレ

ージが低い、地元の農林水産物を消費したとしても、化学肥料の多用、ハウス栽培

等により輸送段階以外の段階で温室効果ガス排出が大きい場合も想定される。

、 、 、したがって フード・マイレージを活用する場合は 以上のような限界を踏まえ

慎重に取り扱う必要がある。

注５）輸送機関別ＣＯ 排出係数については、国土交通省交通政策審議会交通体系分科会第８回環境部会資料２

より引用。

② その他の環境関連情報

農林水産物等の生産・加工・製造段階等で、温室効果ガス排出量を削減する際、

他の環境負荷や資源消費量を増やすことにつながることがあり、この場合、ＣＯ 排２

出量削減と他の価値観がトレードオフの関係になる（例えば、冬期湛水は生物多様

性の観点からはプラスの効果を有するが、メタン発生に寄与する恐れがあることか

ら、この場合には温室効果ガス排出の観点からはマイナスの効果を有する 「省Ｃ）。

Ｏ 表示」に係る温室効果ガス排出関連表示以外の環境関連情報も含めバランスの２

とれた商品情報が提供され、消費者が総合的な判断ができるような環境を整えてい

くことが望まれる。

、 、「 」、「 」 、 、なお 直接的な表現ではないが 地産地消 旬産旬消 といった観点で 旬

栄養等の情報を提供し、消費者に農林水産物の選択に資する提言を行うことも、輸

送や生産・加工・製造段階に加え、消費段階でのエネルギー削減に伴う温室効果ガ

ス排出削減に資する情報提供の一つである。

また、化学肥料、農薬の使用を削減するなど、環境負荷の軽減に配慮した環境保

全型農業は、それ自身が温室効果ガスの削減に寄与していることから、環境保全型

農業が温室効果ガス削減へ寄与しているという視点を、ホームページやポスター等

を通じてＰＲすることも考えられる。

さらに、木材製品については、間伐材製品の利用による環境貢献度等、温室効果

ガスの貯蔵の機能以外の森林整備等への貢献度等についてもアピールしていくこと

も必要である。

以上のような温室効果ガス以外の環境関連情報については、商品への表記は難し

いことも考えられることから、ホームページ等で情報提供していくことを検討する

必要がある。
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（４）コスト負担のあり方

農林水産分野における「省ＣＯ 表示」の実施に必要なコストとしては主に、２

① 「省ＣＯ 表示」の実施に必要な情報処理機器等のインフラ整備に必要なコスト２

② 肥料・農薬等の投入資材、エネルギー等温室効果ガス排出に係る情報の記帳・整

理・保管等に必要な日常的なランニングコスト

③ システムの信頼性を保証するための検証に必要なコスト

。 、「 」等がある 農林水産業関係者には零細農家や中小企業等も多く含まれ 省ＣＯ 表示２

に必要なデータは、例えば、個々の農家の日々の営農体系等の記録に負うなど「省

ＣＯ 表示」の算定等実施に係るコストや労力負担も決して軽視出来ない。さらに、２

単価が低い商品がほとんどである農林水産物等においては 「省ＣＯ 表示」のために、 ２

負担しうるコストも限られたものとなる場合がある。

これらのコストについては、温室効果ガス排出削減に努める農林水産業関係者の経

営努力や、温室効果ガス排出削減努力に伴う生産・加工・製造方法の見直し等によっ

てコストを吸収する場合もある。また、トレサビリティーシステムの生産・流通履歴

情報に温室効果ガスに係る項目を加えるなど既存の取組を活用し 「省ＣＯ 表示」の、 ２

算定や表示だけのために新たにインフラ整備をすることなどを避けるといった工夫が

必要である。

また、こうした農林水産業関係者の「省ＣＯ 表示」に向けた取組に対し、消費者２

から一定のコストを負担することについて支持を得られる場合もあると考えられる。

しかし一方で 「省ＣＯ 表示」がされた農林水産物等を購入することにより生じる、 ２

温室効果ガス排出削減の効果は、当該農林水産物等を購入しない人々にまで及ぶこと

から、生産・加工・製造コストの増加分をすべて価格に転嫁することは難しい面があ

る。

今後、農林水産分野における「省ＣＯ 表示」の意義について、消費者を含め農林２

水産業関係者の理解の醸成が図られ、最終的には、それが市場の中で評価され、農林

水産業関係者、消費者等によりそれぞれ応分のコストが負担されることが望ましい。

４．今後の課題

（１）品目毎の特性に応じた検討

、 、 、 、 、 、多種多様な農林水産物等は 穀物 青果物 水産物 畜産物 木材製品等の種類や

生鮮食品、加工食品等の形態の違いによって、ライフサイクルの態様が異なる。した

がって 「省ＣＯ 表示」を実施しようとする農林水産業関係者は、対象品目それぞれ、 ２

「 」 。の種類や形態の特性に応じた 省ＣＯ 表示 の構築に向け十分検討する必要がある２

さらに、農耕地や家畜由来の温室効果ガスの排出及び吸収量は地域、気候等による

影響を大きく受け、不確実性が大きいことから、カーボンフットプリント制度を含む

生産・加工・製造段階等における温室効果ガス排出量の表示の検討にあたっては、消

費者への同表示の普及が十分行き届くまでは慎重に取り扱う必要がある。

農林水産省においては、このような農林水産業関係者の農林水産物等における「省

ＣＯ 表示」の検討に資するため、各種情報提供等、対象品目の種類や形態の特性に２

応じた「省ＣＯ 表示」の表示のあり方等のガイドラインの作成支援を行っていくこ２
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２とが必要である。まずは、代表的な農林水産物等でガイドラインを作成し 「省ＣＯ、

表示」の算定・表示を試行していくことが 「省ＣＯ 表示」の普及促進にもつながる、 ２

ものと考える。

（２）温室効果ガス削減に資する生産方法の提示と消費者の理解の醸成

農林水産省では「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」に基づき、地球温暖化防止

策として、

① 森林吸収量目標1,300万炭素トン（4,767万t-CO ）の確保を図るための森林吸収2

源対策

② 「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表」に基づく、食料と競合しな

い稲わら、林地残材、間伐材等のセルロース系未利用バイオマス資源の活用

③ 食品産業等の環境自主行動計画、省エネルギー対策、食品リサイクル、容器包装

リサイクルの取組

④ 施設園芸の省エネルギー対策、農業機械の温室効果ガス排出削減対策、環境保全

型農業の推進による施肥量の適正化・低減、廃棄農業資材のリサイクル、畜産分野

の温室効果ガス排出削減といった農業分野の温室効果ガス排出削減対策

、 、 、⑤ 操業形態の転換支援等による省エネルギー対策 漁船の省エネルギー対策 漁港

漁場の省エネルギー対策といった漁業分野の省エネルギー対策

⑥ 地域資源としての農業用水の自然エネルギーを有効に活用するための小水力発電

施設の導入支援等、農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減対策

に取り組んでいるところである。しかし、農林水産業関係者においては、例えば、地

球温暖化対策という観点からの省エネルギー対策等の取組、農地土壌の温室効果ガス

の排出削減・吸収増加の機能及び農山漁村地域における様々な資源やエネルギーの有

効利用について十分認識されているとは言い難い。

農林水産省は、地球温暖化対策を充実するとともに、農地土壌の温室効果ガスの吸

収源としての機能の活用を含む地球温暖化防止に効果的でかつ経済効率的な生産体系

を農林水産業関係者に提示していくことが必要である。

一方、先進的に「省ＣＯ 表示」の取組を進める農林水産業関係者も見受けられる２

ことから、農林水産省においては、このような自主的な取組を支援するとともに、出

来るだけ多くの農林水産業関係者の実用可能性等に考慮した実証試験等を行っていく

必要がある。

また、農林水産分野における「省ＣＯ 表示」の推進にあたっては、農林水産業関２

係者の積極的な取組に加えて、消費者の正しい理解が重要である。そのためには、農

林水産分野における「省ＣＯ 表示」の趣旨や表示内容等について、農林水産省、農２

林水産業関係者等による積極的な普及活動が求められる。さらに 「省ＣＯ 表示」の、 ２

表示だけでなく、上述したような農林水産分野の様々な地球温暖化防止策についても

情報提供に努めることが必要である。
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（３）データベースの構築、標準値の整備

、 「 」農林水産省においては 農林水産業関係者の農林水産物等における 省ＣＯ 表示２

の検討や実施のために必要なデータベースの構築、生産・加工・製造段階における温

室効果ガス排出削減効果の算定に必要な標準値や算定ツールの整備等を進めていくこ

とが必要である。

また、多くの農林水産業関係者がＬＣＡ手法を利用した「省ＣＯ 表示」に取り組２

むことを可能とするため、経済産業省が中心となって検討を進めているカーボンフッ

トプリント制度において整備するとしている原単位データベース等について、同制度

に参加していない農林水産業関係者についても活用できるよう国として進めるべきで

ある。

（４）表示内容の信頼性の確保

「省ＣＯ 表示」の表示内容に対する信頼性を確保するには、農林水産業関係者が２

ガイドライン等に則った算定、表示を確実に行うとともに、算定根拠の記録や保管を

正しく継続的に行うことが必要となる。

さらに、適切に検証することも必要となる。この検証方法としては、生産・加工・

製造者と消費者間の当事者認証、行政機関や独立した公正な第三者による第三者認証

が考えられる。表示内容の信頼性の確保の視点と農林水産業関係者の負担の適正化の

視点の適切なバランスを考慮し、適切な検証システム及び表示違反に対する対応を検

討することが必要である。

（５）他の温室効果ガス削減の取組との連携

農林水産省は、農林水産分野における温室効果ガスの「省ＣＯ 表示」について、２

カーボン・オフセット等自主的、経済的手法も含めた温室効果ガス排出削減に対する

多様な政策手法とともに進めていく必要がある。
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